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第２【管理及び運営】 

 

１【申込（販売）手続等】 

① 取得申込みの受付けは原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いと

します。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日及びルクセンブルグの銀行休業日にあたる場

合は申込みの受付を行いません。 

② 受益権の販売単位は販売会社にご確認ください。 

③ 買い付け口数の計算に用いる当該受益権の販売価額は、申込日の翌々営業日における基準価額とします。 

なお、申込手数料については「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金(1) 申込手数

料」をご参照ください。 

④ 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みを制限すること、及び当該

取得申込みの受付けを中止すること、ならびに既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合がありま

す。 

※ 取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替

を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載

または記録が行われます。なお、委託会社及び販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、

当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加

信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振

替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通

知があった場合、振替法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

⑤ 当ファンドのお取引については、金融商品取引法第37条の6に定める「書面による契約の解除」（いわゆる「クーリ

ング・オフ」）の適用はありません。 

 

２【換金（解約）手続等】 

当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降のいつでも換金することができます。 

① 換金単位は販売会社にご確認ください。 

② 当該解約口数の計算には原則として申込日の翌々営業日における基準価額を用います。解約口数の計算で生

ずる1口未満の端数の取扱いについては、委託会社または販売会社にお問い合わせ下さい。基準価額は、委託

会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。基準価額は、原則として計算日の翌日付の

日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

③ 解約請求の受付けは原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからの請求は翌営業日の取扱いとしま

す。ただし、解約の請求申込日がニューヨーク証券取引所の休業日及びルクセンブルグの銀行休業日にあたる

場合は申込みの受付を行いません。 

④ 一部解約実行の請求を受付けた場合には、委託会社はこの信託契約の一部を解約します。解約は、原則として

解約の実行の請求を受付けた日から起算して6営業日目から支払われます。 

⑤ 委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の解約請求の受付

けを中止することがあります。その場合、受益者は解約請求の受付中止以前に行った当日の解約の受付けを撤

回できるものとします。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約請求の受付中止を解除した

後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。 

※一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。当該請求を行う受益者は、その口座が開設

されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き

換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定にしたがい

当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 
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上記(1)及び(2)の詳細については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。 

〔照会先〕  

・ありがとう投信株式会社 

電話     フリーコール 0800-888-3900 

ホームページ https://www.39asset.co.jp/ 

 

３【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び一般社団法人投

資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下、「純資

産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨

表示の有価証券（以下、「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円

換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、

外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 

② 基準価額（受益証券1口当りの純資産価額を表示したもの）は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い合

わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として翌日の日本経済新聞に掲載されます。な

お、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。 

〔照会先〕 

・ありがとう投信株式会社 

電話     フリーコール 0800-888-3900 

ホームページ https://www.39asset.co.jp/ 

 

③ 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額

とします。 

 

（２）【保管】 

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を

発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 

 

（３）【信託期間】 

信託期間は、無期限です（2004年9月1日設定）。 

ただし、後述「(5) [その他] ① 信託の終了」の場合には、信託は終了します。 

 

（４）【計算期間】 

計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までとします。なお、計算期間終了日に該当する日（以下

「該当日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日とし、その翌日より次の

計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後述「(5)[その他]① 信託の終了」に

よる解約の日までとします。 

 

（５）【その他】 

① 信託の終了 

a. 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない事

情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この

場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

b. 委託会社は、前項の事項a.について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書

面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受



 

48

益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

c. 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し異議を述べるべき旨を

付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

d. 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、

a.の信託契約の解約をしません。 

e. 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

f. c.から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.の

一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

g. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、

信託を終了させます。 

h. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は

この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を

他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述｢② 信託約款の変更ｄ.」に該当す

る場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

i. 後述の「⑤ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱いｂ.」に該当することとなったときは、委託会社はこの信託

契約を解約し、信託を終了させます。 

 

② 信託約款の変更 

a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と

合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監

督官庁に届け出ます。 

b. 委託会社は、前項の変更事項のうちその内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びそ

の内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付

します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い

ません。 

c. 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内、委託会社に異議を述べるべき旨を付

記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

d. 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時は、

a.の信託約款の変更をしません。 

e. 委託会社は、当該信託約款の変更をしない事としたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行いません。 

f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記a.～e.の規定に従い

ます。 

ｇ. 委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する

ことができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして前記a.～e.の規定

にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託会

社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、前記b.の書面の交付を原則として行ないま

せん。 

 

③ 運用報告書等の作成 

当ファンドについて、法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に有価証券報告書を、計算期間開始後6

ヶ月経過毎に半期報告書を作成します。また委託会社は「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計

算書、付属明細表並びに運用報告書に関する規則」の定めるところにより、計算期間の終了毎に交付運用報
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告書を作成し、かつ、知られたる受益者に交付します。 

 

④ 信託財産に関する報告 

受託会社は、毎決算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会社に提

出します。また、受託会社は、信託終了のときには最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、

これを委託会社に提出します。 

 

⑤ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い 

a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場

合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することがで

きます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託会社は上記②の規定に従い、

新受託会社を選任します。 

b. 委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

 

⑥ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑦ ワラント、新受益証券予約権またはオプション 

ワラント・新受益証券予約権またはオプションの発行に基いてファンド証券を買付ける権利は受益者に付与さ

れません。 

 

⑧ 委託会社の営業譲渡及び承継に伴う取扱い 

委託会社は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡

することがあります。また、委託会社は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴

い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。 

 

⑨ 信託約款に関する疑義の取扱い 

信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。 

 

４【受益者の権利等】 

受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び換金（解約）請求権を有

しています。受益者の有する主な権利は次の通りです。 

① 収益分配金に対する請求権 

受益者は、持分に応じて委託会社が支払いを決定した収益分配金を請求する権利を有します。当ファンドは

分配金再投資専用であるため、委託会社は原則として、収益分配金は、毎計算期間終了日において振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間終了日以前にお

いて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録さ

れている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われ、毎計算期間終了日の翌営業日に

税引き後無手数料で再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され

ます。 

 

② 償還金に対する請求権 

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金は、信託終了後1ヶ月以内の委託会社の

指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して5営業日目）
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から償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一

部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間終了日以前に設

定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されてい

る受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営

業所等において行うものとします。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いを

請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属しま

す。 

 

※ 当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと

引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当

該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

 

③ 換金（解約）請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権について、直接または指定販売会社を通じて委託会社に一部解約の実

行を請求する権利を有します。 

一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として、６営業日目から受益者に支払います。 

 

④ 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求すること

ができます。 

 

⑤ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約（３［資産管理等の概要］（５）［その他］① 信託の終了）、または信託約款の変更（同② 信託

約款の変更）を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に

対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 

⑥ 受益者集会 

受益者集会は開催しません。したがって、その議決権等は存在しません。 
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第３【ファンドの経理状況】 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）なら

びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投

資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間（平成29年9月1日から平成30年

8月31日まで）の財務諸表について、イデア監査法人による監査を受けております。 
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独立監査人の監査報告書 

 

平成30年11月5日 

ありがとう投信株式会社 
取締役会 御中 

イデア監査法人 
指定社員 

公認会計士 立 野 晴 朗  ㊞ 
業務執行社員 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているありがとうファンドの平成29年9月1日から平成30年8月31日までの計算

期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を

行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を

得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手

続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて

選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること

が含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ありがとうファンドの平成30年8月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間

の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

ありがとう投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。 
以  上 

 
                                                                                      

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 

 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
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１ 【財務諸表】 

【ありがとうファンド】 

（１）【貸借対照表】 

区           分 
注記

番号

第13期 

平成29年8月31日現在 

第14期 

平成30年8月31日現在 

金 額（円） 金 額（円） 

資産の部  

   流動資産  

     預金  － 114,980

     金銭信託  701,522 144,475

     コール・ローン  484,000,000 491,000,000

     投資信託受益証券  5,876,554,309 2,095,660,345

     投資証券  6,083,475,381 10,578,797,828

    流動資産合計  12,444,731,212 13,165,717,628

   資産合計  12,444,731,212 13,165,717,628

 負債の部  

   流動負債  

     未払解約金  400,000 10,553,361

     未払受託者報酬  6,540,418 6,982,387

     未払委託者報酬  52,323,644 55,859,399

     流動負債合計  59,264,062 73,395,147

   負債合計  59,264,062 73,395,147

 純資産の部  

  元本等  

   元本  6,934,954,784 6,899,803,129

   剰余金  

    期末剰余金又は期末欠損金（△）  5,450,512,366 6,192,519,352

    （分配準備積立金）  4,298,051,861 4,763,133,573

   元本等合計  12,385,467,150 13,092,322,481

  純資産合計  12,385,467,150 13,092,322,481

 負債純資産合計  12,444,731,212 13,165,717,628
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

区           分 
注記

番号

第13期 

自 平成28年9月1日 

 至 平成29年8月31日 

第14期 

自 平成29年9月1日 

 至 平成30年8月31日 

金 額（円） 金 額（円） 

 営業収益  

   受取利息  2 2

   有価証券売買等損益  2,423,386,184 937,984,649

   為替差損益  △52,806,000 △36,473,215

   営業収益合計  2,370,580,186 901,511,436

 営業費用  

   支払利息  857,582 349,407

   受託者報酬  12,465,924 13,968,032

   委託者報酬  99,727,975 111,744,904

その他費用  70,252 166,296

   営業費用合計  113,121,733 126,228,639

 営業利益又は営業損失（△）  2,257,458,453 775,282,797

 経常利益又は経常損失（△）  2,257,458,453 775,282,797

 当期純利益又は当期純損失（△）  2,257,458,453 775,282,797

 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は  

 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） 
 121,871,554 45,793,380

 期首剰余金又は期首欠損金（△）  3,403,544,015 5,450,512,366

 剰余金増加額又は欠損金減少額  277,024,705 355,908,822

   当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額  277,024,705 355,908,822

 剰余金減少額又は欠損金増加額  365,643,253 343,391,253

   当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額  365,643,253 343,391,253

 分配金  － －

 期末剰余金又は期末欠損金（△）  5,450,512,366 6,192,519,352
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（３）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区 分 

第14期 

自 平成29年9月1日 

 至 平成30年8月31日 

１． 有価証券の評価基準及び

評価方法 

投資信託受益証券及び投資証券 

   移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日（一部は

前々営業日）の基準価額で評価しております。 

    

２． その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

外貨建取引等の処理基準 

   外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規

則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引

発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用して

おります。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時

において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基

金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に

対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の

売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定

に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資

産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し

た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

区 分 
第13期 

平成29年8月31日現在 

第14期 

平成30年8月31日現在 

１． 期首元本額 7,263,720,370円 6,934,954,784円

 期中追加設定元本額 447,350,325円 400,547,680円

 期中一部解約元本額 776,115,911円 435,699,335円

    

２． 計算期間末における受益権

の総数 

6,934,954,784口 6,899,803,129口

   

３． 元本の欠損 ―――――― ―――――― 
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（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

区 分 

第13期 

自 平成28年9月1日 

 至 平成29年8月31日 

第14期 

自 平成29年9月1日 

 至 平成30年8月31日 

１． 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期

純利益金額配分後の配当等収益から

費用を控除した額（0円）、解約に伴

う当期純利益金額分配後の有価証券

売買等損益から費用を控除し、繰越

欠損金を補填した額（1,465,320,006

円）、投資信託約款に規定される収

益調整金（1,421,003,898円）及び分

配準備積立金（2,832,731,855円）よ

り分配対象額は5,719,055,759円（1

口当たり0.824671円）であります。

分配は行っておりません。 

計算期間末における解約に伴う当期

純利益金額配分後の配当等収益から

費用を控除した額（0円）、解約に伴

う当期純利益金額分配後の有価証券

売買等損益から費用を控除し、繰越

欠損金を補填した額（729,073,735

円）、投資信託約款に規定される収

益調整金（1,655,995,896円）及び分

配準備積立金（4,034,059,838円）よ

り分配対象額は6,419,129,469円（1

口当たり0.930335円）であります。

分配は行っておりません。 

  



 57

（金融商品に関する注記） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

区 分 

第13期 

自 平成28年9月1日 

 至 平成29年8月31日 

第14期 

自 平成29年9月1日 

 至 平成30年8月31日 

１． 金融商品に対する取組方

針 

当ファンドは、投資信託及び投資法

人に関する法律第2条第4項に定める

証券投資信託であり、信託約款に規

定する運用の基本方針に従い、有価

証券等の金融商品に対して投資とし

て運用することを目的としておりま

す。 

同左 

       

２． 金融商品の内容及び当該

金融商品に係るリスク 

当ファンドが保有する金融商品の種

類は、有価証券、コール･ローン等の

金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、価格変動リスク、流動性

リスク、信用リスク、為替変動リス

ク及びカントリーリスク、資産の流

失によるリスクにさらされておりま

す。 

 

同左 

３． 金融商品に係るリスク管

理体制 

運用部門から独立した業務部門・コ

ンプライアンス部門が随時信託財産

の市場リスクや信用リスクのモニタ

リング、投資制限のチェックを行っ

ています。また定期的に投資政策委

員会を開催し、運用プロセスやファ

ンド組入れ状況の検証を行っており

ます。 

同左 

    

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

区 分 
第13期 

平成29年8月31日現在 

第14期 

平成30年8月31日現在 

1.貸借対照表計上額、時価及

びその差額 

 

貸借対照表上の金融商品は原則とし

てすべて時価で評価しているため、

貸借対照表計上額と時価との差額は

ありません。 

 

同左 

2.時価の算定方法 

 

○有価証券 

 (重要な会計方針に係る事項に関す

る注記)に記載しております。 

○コール･ローン等の金銭債権及び

金銭債務 

これらの科目は短期間で決済される

ため、帳簿価額は時価と近似してい

ることから、当該帳簿価額を時価と

しております。 

 

同左 
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3.金融商品の時価等に関する

事項についての補足説明 

 

金融商品の時価には、市場価格に基

づく価額のほか、市場価格がない場

合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定に

おいては一定の前提条件等を採用し

ているため、異なる前提条件等によ

った場合、当該価額が異なることも

あります。 

同左 

 

（有価証券関係に関する注記） 

売買目的有価証券 

種類 

第13期 

平成29年8月31日現在 

第14期 

平成30年8月31日現在 

損益に含まれた 

評価差額（円） 

損益に含まれた 

評価差額（円） 

投資信託受益証券 1,092,936,182 193,409,172

投資証券 715,985,386 427,623,048

合計 1,808,921,568 621,032,220

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

第13期 

平成29年8月31日現在 

第14期 

平成30年8月31日現在 

該当事項はありません。 同左 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

第13期 

自 平成28年9月1日 

 至 平成29年8月31日 

第14期 

自 平成29年9月1日 

 至 平成30年8月31日 

該当事項はありません。 同左 

 

（1 口当たり情報） 

  
第13期 

平成29年8月31日現在 

第14期 

平成30年8月31日現在 

1口当たり純資産額 1.7859円 1.8975円 

（1万口当たり純資産額） (17,859円) (18,975円)
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（４）【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 

（１）株式 （平成30年8月31日現在） 

該当事項はありません。 

 

（２）株式以外の有価証券                     （平成30年8月31日現在） 

種 類 通 貨 銘 柄 券面総額（口） 評価額 備考

投資信託 

受益証券 

日本・円 コムジェスト日本株式ファンド（適格

機関投資家限定) 
634,016,557 951,024,835  

 
コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド

90(適格機関投資家限定) 
511,474,961 560,576,557   

 
コムジェスト・エマージングマーケッ

ツ・ファンド95（適格機関投資家限定）
416,661,076 388,328,122  

 日本・円 小計  1,899,929,514  

 
アメリ

カ・ドル 

iシェアーズ ゴールド・トラスト 
153,118 1,762,388.18  

 アメリカ・ドル 小計  
1,762,388.18

(195,730,831)
 

投資信託受益証券 合計  
2,095,660,345

(195,730,831)
  

 

投資証券 

日本・円 キャピタル・グループ・インベストメ

ント・カンパニー・オブ・アメリカ ク

ラスZ(ルクセンブルグ籍円建外国投

資法人) 

268,539 400,392,946   

 
日本・円 小計  400,392,946  

 
アメリ

カ・ドル 

アライアンス・バーンスタインSICAV 

I -エマージング・マーケッツ・エク

イティ・ポートフォリオ クラスI株式

（ルクセンブルグ籍オープン・エンド

型外国投資法人（米ドル建）） 

1,037,914 20,498,815.60  

 
アライアンス・バーンスタインSICAV 

I -エマージング・マーケッツ・マル

チアセット・ポートフォリオ クラスI

株式（ルクセンブルグ籍オープン・エ

ンド型外国投資法人（米ドル建）） 

738,079 11,860,942.33  

 
アライアンス・バーンスタインSICAV 

I -アメリカン・グロース・ポートフ

ォリオ クラスI株式（ルクセンブルグ

籍オープン・エンド型外国投資法人

（米ドル建）） 

112,883 12,873,251.67  

 
アバディーン・グローバル・ノースア

メリカン・スモーラーカンパニーズ・

ファンド クラスI（ルクセンブルグ籍

米ドル建て外国投資法人） 

446,858 11,229,152.13  

 

アメリカ・ドル 小計  
56,462,161.73

(6,270,687,682)
 

 
ユーロ アリアンツ・ユーロランド・エクイテ

ィ・グロース クラスWT（ルクセンブ

ルグ籍ユーロ建外国投資法人） 

8,828 16,714,955.29  

 
アリアンツ・ヨーロッパ･エクイテ

ィ・グロース･セレクト クラスWT（ル

クセンブルグ籍ユーロ建外国投資法

人） 

7,874 13,446,492.69  
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ユーロ 小計  
30,161,447.98

(3,907,717,200)
 

投資証券 合計  
10,578,797,828

(10,178,404,882)
  

合計 
   

 
12,674,458,173

(10,374,135,713)
  

(注) 1. 投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。表示は小数点以下切り捨 

て。 

2. 通貨毎の小計欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。 

3．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示してあります。 

 

 

外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入投資信託受益証券

時価比率 

組入投資証券 

時価比率 
合計金額に対する比率 

アメリカ・ドル 
投資信託受益証券 1 銘柄

投資証券     4 銘柄

3.0%

-

 -

97.0%

1.9% 

60.4%

ユーロ 投資証券     2 銘柄 - 100％ 37.7％

 

第２ 信用取引契約残高明細表 

該当事項はありません。 

 

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 

 

 

２【ファンドの現況】 

【純資産額計算書】                   平成30年9月末日現在 

Ⅰ 資産総額  13,302,015,568円

Ⅱ 負債総額 13,847,052円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,288,168,516円

Ⅳ 発行済口数 6,913,979,825口

Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9219円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】 

① 受益証券の名義書換等 

該当事項はありません。 

② 受益者名簿 

作成しません。 

③ 受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

④ 受益権の譲渡 

a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

b. 上記 a.の申請のある場合には、上記 a.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとしま

す。ただし、上記 a.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し

た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振替法の規定にしたがい、譲受人の振替

先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

c. 上記 a.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替

口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が

必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることが

できます。 

⑤ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託者に対抗することができ

ません。 

⑥ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、

受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

⑦ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において

一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込

代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取

得申込者とします。）に支払います。 

⑧ 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解

約の実行の請求の受付け、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他

の法令等にしたがって取り扱われます。 

※ 当ファンドの受益権は振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が振替法

の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機

関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を

表示する受益証券を発行しません。 

⑨ その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項 

特にありません。 
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第三部【委託会社等の情報】 

 

第１【委託会社等の概況】 

 

１【委託会社等の概況】 

 

①資本金の額（2018年９月末日現在） 

資本金 265,000 千円

発行する株式の総額 40,000 株

発行済株式の総数 26,500 株

 

※最近5年間における資本金の額の増減 

 該当事項はありません。 

 

②会社の機構 

○ 組織図 
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○ 投資運用の意思決定機構 

 

 
 

 

２【事業の内容及び営業の概況】 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとと

もに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。 

 

2018年９月末現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです。 

種 類 本数 純資産総額 

公募投資信託 
追加型株式投資信託 

ファンド・オブ・ファンズ 
1本 13,288,168,516円 

 

投資運用の意思決定プロセス

運用執行ライン

運用情報提供ライン

代表取締役 取締役会

投資政策委員会

投信企画運用部
投信委託業務部

カスタマーサービス部

コンプライアンス部
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３【委託会社等の経理状況】 

 

1. 委託会社である、ありがとう投信株式会社（以下「委託会社」という）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という）、ならびに同規則第2条の規

定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。 

 

2． 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

3. 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、委託会社の第15期事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成

30年3月31日）の財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けております。 
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独立監査人の監査報告書 

 
平成30年6月7日 

ありがとう投信株式会社 

取締役会 御中 

イ デ ア 監 査 法 人 
指定社員 

公認会計士 立野 晴朗  ㊞ 
業務執行社員 

 
 

当監査法人は、金融商品取引法第193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているありがとう投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま

での第 15 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な

会計方針及びその他の注記について監査を行った。 
 

財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し

適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので

はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を

検討することが含まれる。 
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 

監査意見 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、ありがとう投信株式会社の平成 30 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年

度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以  上 
 
                                               
（注）1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 

   2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。 
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（１）【貸借対照表】 

   （単位：千円）

  
当事業年度 

（平成29年3月31日） 

当事業年度 

（平成30年3月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  147,865 162,236 

直販顧客分別金信託  19,996 19,996 

前払費用  388 716 

未収委託者報酬  8,516 9,299 

繰延税金資産  1,949 1,652 

流動資産合計  178,716 193,900 

固定資産   

有形固定資産 ※1  

 建物  396 - 

器具備品  209 735 

有形固定資産合計  605 735 

  無形固定資産   

ソフトウェア  8,042 6,337 

無形固定資産合計  8,042 6,337 

投資その他の資産   

長期前払費用  31 15 

預託金  - 2 

繰延税金資産  3,344 61 

投資その他の資産合計  3,375 78 

固定資産合計  12,023 7,151 

資産合計  190,739 201,052 

負債の部   

流動負債   

株主、役員又は従業員からの短

期借入金 
 5,000 - 

顧客からの預り金  110 214 

預り金  211 204 

未払金  12,381 9,972 

未払費用  2,148 2,244 

未払法人税等  1,853 3,196 

未払消費税等  965 2,564 

賞与引当金  860 800 

流動負債合計  23,529 19,195 

固定負債   

退職給付引当金  150 200 

固定負債合計  150 200 

負債合計  23,679 19,395 

純資産の部   

株主資本   

資本金  265,000 265,000 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  △97,940 △83,343 

     利益剰余金合計  △97,940 △83,343 

  株主資本合計  167,059 181,656 

純資産合計  167,059 181,656 

負債純資産合計  190,739 201,052 
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（２）【損益計算書】 

   （単位：千円）

  当事業年度 

自  平成28年4月１日 

至 平成29年3月31日 

当事業年度 

自 平成29年4月1日 

至 平成30年3月31日 

営業収益  

委託者報酬  87,593 100,918

その他営業収入  27 -

営業収益合計  87,620 100,918

営業費用  

支払手数料 

広告宣伝費 

委託計算費 

 

23,620

561

5,034

22,479

437

5,434

営業雑経費  6,882 7,807

通信費  4,032 2,753

印刷費  1,814 4,236

諸会費  1,035 817

営業費用合計  36,099 36,158

一般管理費  

給料  28,343 24,248

役員報酬  8,040 8,045

給与手当  15,596 11,839

賞与  1,190 1,390

法定福利費  3,517 2,973

 交際費  163 149

旅費交通費  2,714 2,334

租税公課  1,265 1,761

不動産賃借料  600 1,437

水道光熱費  658 584

退職給付費用  655 1,067

固定資産減価償却費  793 2,254

事務用品費  195 112

消耗品費  227 2,994

賞与引当金繰入額  860 800

その他  570 600

一般管理費合計  37,048 38,345

営業利益  14,472 26,414

営業外収益   

受取利息  0 0 

その他営業外収益  0 40 

営業外収益合計  0 40 

営業外費用   

支払利息  25 10 

その他営業外費用  25 35 

営業外費用合計  50 45 

経常利益  14,422 26,409 

特別利益    

 投資有価証券売却益  170 -

 特別利益合計  170 -

特別損失  

 本社移転費用  - 4,985

 特別損失合計  - 4,985

税引前当期純利益  14,592 21,424

法人税、住民税及び事業税  1,997 3,246

法人税等調整額  △4,636 3,580

法人税等合計  △2,639 6,827

当期純利益  17,232 14,597
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(３)【株主資本等変動計算書】 

 

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 

（単位：千円） 

 株主資本 純資産合計 

資本金 利益剰余金 株主資本合計

その他利益剰

余金 

利益剰余金合

計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 265,000 △115,172 △115,172 149,827 149,827 

当期変動額     

当期純利益  17,232 17,232 17,232 17,232 

当期変動額合計 － 17,232 17,232 17,232 17,232 

当期末残高 265,000 △97,940 △97,940 167,059 167,059 

 

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 

（単位：千円） 

 株主資本 純資産合計 

資本金 利益剰余金 株主資本合計

その他利益剰

余金 

利益剰余金合

計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 265,000 △97,940 △97,940 167,059 167,059 

当期変動額     

当期純利益  14,597 14,597 14,597 14,597 

当期変動額合計 － 14,597 14,597 14,597 14,597 

当期末残高 265,000 △83,343 △83,343 181,656 181,656 
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[重要な会計方針] 

1. 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

   建物：定額法によっております。 

器具備品：定率法によっております。 

   主な耐用年数は以下の通りです。 

建物    １５年 

器具備品 ４～８年     

 

無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっています。 

 

長期前払費用 

   均等償却によっております。なお、償却期間については法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。 

2.引当金の計上基準 

 賞与引当金 

   従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しておりま

す。 

 

  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積額に基づき計上しており

ます。なお、退職給付債務の見積額は、簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債

務とする方法）により計算しております。 

3. 消費税等の会計処理方法 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

[注記事項] 

（貸借対照表関係） 
※1 有形固定資産より控除した減価償却累計額 

 前事業年度 

（平成29年3月31日） 

当事業年度 

（平成30年3月31日） 

建物 

器具備品 

44千円

2,256千円

      ―千円 

2,409千円 

 

（損益計算書関係） 

  該当事項はありません。 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日） 
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1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 26,500 株 ― ― 26,500 株 

２ 剰余金の配当に関する事項 

 配当金支払額    

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日） 

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 26,500 株 ― ― 26,500 株 

２ 剰余金の配当に関する事項 

 配当金支払額    

 該当事項はありません。 

 

 

（リース取引関係） 

前事業年度 

自 平成 28 年 4 月 1 日 

至 平成 29 年 3 月 31 日 

当事業年度 

自 平成 29 年 4 月 1 日 

至 平成 30 年 3 月 31 日 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

 

 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取り組み方針 

当社の資金運用は、安全性の高い金融資産に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。 

自社投資信託以外の他の金融商品への投資は行わない方針です。 

資金調達については、株主からの借入が中心となっており、今後も銀行等からの借入の方針はありません。 

(2)金融商品の内容およびそのリスク 

営業債権である未収委託者報酬はファンドに係る信用リスクに晒されております。未払金は 1 年以内の支払期日
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であります。未払金、借入金は、流動性リスクに晒されております。 

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

当社では、資金計画を作成する等の方法によりリスク回避を図っております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項 

金融商品の時価には、市場価格がない場合には合理的に算定された価額を含めております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

   貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。 

 

 

前事業年度（平成29年3月31日） 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 147,865 147,865 -

（２）直販顧客分別金信託 19,996 19,996 -

（３）未収委託者報酬 8,516 8,516 -

資産計 176,378 176,378 -

（１）未払金 12,381 12,381 -

（２）株主、役員又は従業員からの

短期借入金 
5,000 5,000 -

負債計 17,381 17,381 -

 

 

当事業年度（平成30年3月31日） 

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 162,236 162,236 -

（２）直販顧客分別金信託 19,996 19,996 -

（３）未収委託者報酬 9,299 9,299 -

資産計 191,531 191,531 -

（１）未払金 9,972 9,972 -

負債計 9,972 9,972 -

 

 (注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項 
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   資産  (1)現金及び預金、（２）直販顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬 

       短期間で決済され、帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 

       

   負債  (1)未払金 

       短期間で決済され、帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 

       (２)株主、役員又は従業員からの短期借入金 

       短期間で決済され、帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 

       

 

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

前事業年度（平成29年3月31日） 

   （単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超 

現金及び預金 147,865 - - 

直販顧客分別金信託 19,996 - - 

未収委託者報酬 8,516 - - 

合計 176,378 - - 

当事業年度（平成30年3月31日） 

   （単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超 

現金及び預金 162,236 - - 

直販顧客分別金信託 19,996 - - 

未収委託者報酬 9,299 - - 

合計 191,531 - - 

 

（注3）金銭債務の決算日後の返済予定額 

前事業年度（平成29年3月31日） 

   （単位：千円） 

 1年以内 1年超5年以内 5年超 

株主、役員又は従業員

からの短期借入金 

5,000 － － 

合計 5,000 － － 

当事業年度（平成30年3月31日） 

 該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

1.その他有価証券 

前事業年度（平成29年3月31日） 

  該当事項はありません。 

 

当事業年度（平成30年3月31日） 

  該当事項はありません。 

 

2.当事業年度中に売却したその他有価証券 

   

前事業年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） 

種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

①株式 

②債券 

③その他（投資信託受益証券） 

-

-

7,170

-

-

170

-

-

-

合計 7,170 170 -

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 
前事業年度 

自 平成28年4月 1日 

至 平成29年3月31日 

当事業年度 

自 平成29年4月 1日 

至 平成30年3月31日 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりません

ので、該当事項はありません。 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので

、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係）   

 

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

 

2.簡便法を適用した退職給付制度 

(1)簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 
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 当事業年度 

自 平成28年4月1日 

 至 平成29年3月31日 

退職給付引当金の期首残高  640千円 

退職給付費用  655千円 

退職給付の支払額  1,145千円 

退職給付引当金の期末残高  150千円 

   

 

 (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

 当事業年度 

平成29年3月31日 

非積立型制度の退職給付債務  150千円 

貸借対照表に計上された負債と資産

の純額 

 
150千円 

退職給付引当金  150千円 

貸借対照表に計上された負債と資産

の純額 

 
150千円 

   

 

 (3)退職給付費用 

 当事業年度 

自 平成28年4月1日 

 至 平成29年3月31日 

   

簡便法で計算した退職給付費用  655千円 

   

 

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用

しております。 

なお、退職一時金制度は、簡便法のうち、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法により退

職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

 

2.簡便法を適用した退職給付制度 

(1)簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

 当事業年度 

自 平成29年4月1日 

 至 平成30年3月31日 

退職給付引当金の期首残高  150千円 

退職給付費用  50千円 

退職給付の支払額  -千円 

退職給付引当金の期末残高  200千円 
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 (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 

 当事業年度 

平成30年3月31日 

非積立型制度の退職給付債務  200千円 

貸借対照表に計上された負債と資産

の純額 

 
200千円 

退職給付引当金  200千円 

貸借対照表に計上された負債と資産

の純額 

 
200千円 

   

 

 (3)退職給付費用 

 当事業年度 

自 平成29年4月1日 

至 平成30年3月31日 

   

簡便法で計算した退職給付費用  50千円 

   

 

３.確定拠出制度 

 当事業年度 

自 平成29年4月1日 

至 平成30年3月31日 

   

確定拠出制度への要拠出額  1,017千円 

   

 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前事業年度 

平成29年3月31日 

当事業年度 

平成30年3月31日 

 千円 千円 

繰延税金資産   

 未払事業税 271 342 

 減価償却超過額 0 0 

 賞与引当金 265 244 

 退職給付引当金 45 61 

 繰越欠損金 4,711 1,064 

繰延税金資産小計 5,293 1,713 

評価性引当額 - - 

繰延税金資産合計 5,293 1,713 

繰延税金資産の純額 5,293 1,713 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 前事業年度 当事業年度 

 平成29年3月31日 平成30年3月31日  

 ％ ％ 

法定実効税率 30.86 - 
（調整）   
評価性引当額の増減 △50.49 - 
交際費等永久に損金に算入

されない項目 

0.27 - 

住民税均等割 1.99 - 
その他 △0.72 - 
税効果会計適用後の法人税

等の負担率 

△18.09 - 

当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が100分の5以下であるた

め注記を省略しております。 

 

 （セグメント情報等） 

  １．セグメント情報 

    前事業年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）及び当事業年度（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成

30 年 3 月 31 日） 

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

２．関連情報 

    前事業年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日）及び当事業年度（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成

30 年 3 月 31 日） 

 

(1)製品及びサービスごとの情報 

   当社の製品及びサービスは単一であるため、記載しておりません。 

 

(2)地域ごとの情報 

  ①営業収益 

    国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の 90%超であるため、記載を省略しております。 

  ②有形固定資産 

    有形固定資産はすべて本邦に所在しております。 

    

(3)主要な顧客ごとの情報 

    営業収益の 10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

  該当事項はありません。 

 

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 

  該当事項はありません。 

 

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 

     該当事項はありません。 
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（関連当事者情報） 

１．関連当事者との取引 

前事業年度（自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

  

 前事業年度 

自 平成28年4月 1日 

至 平成29年3月31日 

当事業年度 

自 平成29年4月 1日 

至 平成30年3月31日 

１株当たり純資産額 6,304円14銭 6,854円97銭 

１株当たり当期純利益 650円28銭 550円83銭 

(注1)潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注2) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 前事業年度 

自 平成28年4月1日 

  至 平成29年3月31日 

当事業年度 

自 平成29年4月1日 

 至 平成30年3月31日 

当期純利益（千円） 17,232千円 14,597千円 

普通株主に帰属しない金額（千円） －千円 －千円 

普通株式に係る当期純利益（千円） 17,232千円 14,597千円 

期中平均株式数（株） 26,500株 26,500株 

 

（重要な後発事象）  

該当事項はありません。 
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４【利害関係人との取引制限】 

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されてい

ます。 

① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠

け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め

るものを除きます。)。 

② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を

害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。 

③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等（委託者の

総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他

の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株

主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団

体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバ

ティブ取引を行うこと。 

④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若

しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 

⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、

若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行

為 

 

５【その他】 

a. 定款の変更 

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。 

b. 取締役の変更 

取締役は、株主総会において選任及び解任します。取締役の変更があった場合には、監督官庁に届出を行いま

す。また、委託会社の常務に従事する取締役が、他の会社の常務に従事し、あるいは事業を営もうとする場合には、

監督官庁の承認が必要となります。 

c. 訴訟事件その他の重要事項  

2018年９月末日現在、委託会社及び当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり

ません。 

委託会社の営業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までであり、毎営業年度末に決算を行います。 

 



                                                            

 

 

 

 

 

 

 

追加型証券投資信託 
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＜追加型証券投資信託 ありがとうファンド＞ 

 

運用の基本方針           

 

約款第 15 条の規定に基づき、委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基 本 方 針        
当ファンドは、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、複数のファ

ンドに分散投資を行ない、信託財産の成長を計ることを目標として運用を行ないます。 
 

2. 運 用 方 法        
（1） 投 資 対 象        

主として有価証券に投資する投資信託証券（投資信託の受益証券（投資法人の投資証券を含みま

す。）以下同じ。）を主要投資対象とします。 
 

（2） 投 資 態 度        

運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提とします。厳

しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分

を行っていきます。運用成果については、特定のベンチマークを設けることはしません。 

短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。 
 

（3） 投 資 制 限        

①  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

②  同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の 50%未満とします。ただ

し、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスル

ーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 10％

以内とします。 

③  外貨建資産への投資には制限を設けません。 

④  株式への直接投資は行ないません。 

⑤  デリバティブの直接利用は行ないません。 

⑥  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク

スポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原

則としてそれぞれ 10％、合計で 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一

般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 

 

3. 収益分配方針        
 （1） 当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。 

① 分配対象額の範囲 

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

② 分配対象額についての分配方針 

委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少

額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。 

③ 留保益の運用方針 

収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて

元本部分と同一の運用を行います。 
 

(2)   当ファンドは分配金再投資専用とします。収益分配金は所得税及び地方税を控除した金額を、 

ファンドの受益証券の取得申込金として、各受益者（委託会社の指定する証券会社及び登録金 

融機関を含みます。）毎に当該収益分配金の再投資に係る受益証券の取得の申込みに応じたも 

のとします。 



                                                            

追加型証券投資信託 

『ありがとうファンド』 

約款 
 

 

（信託の種類、委託者及び受託者） 

第 1 条  この信託は、証券投資信託であり、ありがとう投信株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者とします。 

②  この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62 号）の適用を受け

ます。 
 

（信託の目的及び金額） 

第 2 条  委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 
 

（信託金の限度額） 

第 3 条  委託者は、受託者と合意の上、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

  ②  追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

  ③  委託者は、受託者と合意の上、第 1 項の限度額を変更することができます。 
 

（信託期間） 

第 4 条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 39 条第 1 項、第 40 条第 1 項、第 41 条第 1 項、第 43 条第 2 項の規定による

信託終了日又は信託契約解約日までとします。 
 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 5 条  この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び

投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。 
 

（当初の受益者） 

第 6 条  この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定により分割

された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
 

（受益権の分割及び再分割） 

第 7 条  委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを

追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

  ②  委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協

議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 
 

（追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法） 

第 8 条  追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

  ②   この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び第17条に規定する借入有価証券を

除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産

総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 
 

 （信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9 条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10 条  この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関

する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規

定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うこ

とについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機

関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま

す。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権

を「振替受益権」といいます。）。 

   ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効

力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振

替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

③  委託者は、第 7 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振

法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法

の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行ないます。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載又は記録を申請することができるものとし、原則としてこの信

託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解

約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4

日に振替受入簿に記載又は記録するよう申請します。振替受入簿に記載又は記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、

当該記載又は記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載又

は記録を申請する場合において、委託者の指定する販売会社（金融商品取引法第 28 条第１項に規定する第一種金融商品取

引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者および金融商品取引法第 33 条の 2 に規定す



                                                            

る登録金融機関をいいます。以下同じ。）並びに保護預り会社（委託者自らの募集に応じた受益者に係る受益証券につき、保護

預り契約に基いて保護預りを行う会社をいいます。以下同じ）又は第 43 条に規定する委託者の指定する口座管理機関に当該申

請の手続きを委任することができます。 
 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 11 条  受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権

に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 
 

（受益権の取得申込単位及び価額） 

第 12 条  委託者自ら、又は委託者の指定する販売会社は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得の申込みをした当該取
得申込者に対し、委託者および指定販売会社が個別に定める申込単位をもって取得申込みに応ずることができるものとします。た
だし、別に定める自動けいぞく（累積）投資約款にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、

1 円の整数倍をもって取得の申込みに応じることができます。 
 ②  前項の取得申込者は委託者、委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時に又は予め、自己のために開設されたこの信託の

受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録

が行なわれます。なお、委託者（第37条の2の委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する販売会社は、

当該取得申込の代金（第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該

口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 

③  第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場

合の受益権の価額は、1 口につき 1 円とします。 

   ④  前 1 項の規定に関わらず、受益者が第 35 条第 2 項の規定に基いて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則と
して第 30 条に規定する計算期間終了日の基準価額とします。 

 ⑤  第1項の規定にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日にあたる場合は、受

益権の取得申込みに応じないものとします。ただし、第35条第1項および第2項に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を

除きます。 
 

 
（受益権の譲渡に係る記載または記録） 
第 12 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振

替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保

有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替

先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含
みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行なわれるよう通知するも
のとします。 

③  委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に
係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるとき又はやむを
えない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 
（受益権の譲渡の対抗要件） 
第 12 条の 3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで

きません。 

   

（投資の対象とする資産の種類） 

第 13 条  この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定める特定資産の種類

をいいます。）は次に掲げるものとします。 

    1. 有価証券 

    2. 金銭債権 

    3. 約束手形 

  ②   この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 

    1. 為替手形 
 

（有価証券及び金融商品の指図範囲等） 

第 14 条  委託者は、信託金を、主として別に定める証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものを

いいます。以下「投資信託証券」といいます。）のほか、次の有価証券に投資することを指図します。 

1. コマーシャル・ペーパー及び短期社債等 

2. 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で、第 1 号の性質を有するもの 

3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株予約権証券と社債券とが一体となった新

株予約権付社債券の新株予約権証券および短期社債等を除きます。） 

なお、第 3 号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）およ

び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。 

  ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3. コール・ローン 



                                                            

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの 

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

 

  ③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときに

は、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 

 

（受託者の自己又は利害関係人等との取引等） 

第 14 条の 2 受託者は、受益者の保護に支障を生ずることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに

関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにす

る取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託者の利害関係人（金融機

関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。）又は受

託者における他の投資信託財産との間で、第 14 条に掲げる資産への投資等並びに第 17 条、第 19 条、第 25 条から第 27 条ま

でに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。 
 

（運用の基本方針） 

第 15 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 
 

 

（同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 

第 16 条  委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の 100 分の 50 以

上となる投資の指図をしません。また、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ

クスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 以内とします。 

 

（信用リスク集中回避のための投資制限） 

第 16 条の２ 委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー

及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率を原則としてそれぞれ 100 分の 10、合計で 100

分の 20 以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内とな

るよう調整を行うこととします。 
 
 

（公社債の借入れ） 

第 17 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社 

    債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をおこなうものとします。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合

には、委託者は速やかに、その越える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

④ 第 1 項の借入れに係る品貸料は信託財産中から支弁します。 
 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資) 

第 18 条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが

あります。 
 

(外国為替予約の指図) 

第 19 条  委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する

ことができます。 
 

(外国建資産の円換算及び予約為替の評価) 

第 20 条  信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す 

  ② 前条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

 

（保管業務の委任） 

第 21 条  受託者は、委託者と協議の上、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有する

と認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 
 

（投資信託証券の保管等） 

第 22 条  受託者は、信託財産に属する投資信託受益証券を、当該信託に係る受益証券の保護預り契約等に基づいて、当該契約の相手

方に預託し保管させることができます。 

② 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 
   

 

(混蔵寄託) 

第 23 条  金融機関又は金融商品取引業者等（金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する者及び外国の法令に準拠して設立された法人

でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取

引により取得した外国において発行された譲渡性預金又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は金融商品取引業者等

が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 
 



                                                            

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 24 条  信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が

認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

②  前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をする

ものとします。 

③  信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をすると

ともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにす

る方法により分別して管理することがあります。 

④  動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して

管理することがあります。 
 

（一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図） 

第 25 条  委託者は、信託財産に属する投資信託受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却

等の指図ができます。 
 

 

（再投資の指図） 

第 26 条  委託者は、前条の規定による一部解約金の代金及び売却代金、有価証券に係る償還金等、投資信託受益証券に係る収益

分配金及び有価証券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
 

（資金の借入れ） 

第 27 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴

う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当

てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価

証券等の運用は行わないものとします。 

② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 

1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却又は

解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内 

2. 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします 

③  一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券

等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金

日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営

業日以内である場合の当期間とします。 

④  借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
 

（損益の帰属） 

第 28 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 
 

 

（受託者による資金の立替え） 

第 29 条  信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで

きます。 

  ②  信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を

見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

  ③  前 2 項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 
 

 

（信託の計算期間） 

第 30 条  この信託の計算期間は、毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日までとすることを原則とします。 

  ②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了に該当する日（以下本項において「該当日」といいます。）が休業日のとき、

各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第 1 計算期間は信

託契約締結日より平成 17 年 8 月 31 日までとし、最終計算期間の終了日は第 4 条に定める信託期間の終了日とします。 
 

 

（信託財産に関する報告） 

第 31 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

  ②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 
 

 

（信託事務の諸費用） 

第 32 条  信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等（以下「諸経費」といいます。）は、委託者が

信託財産から収受する信託報酬より支弁します。 
 

 

（信託報酬等の総額） 

第 33 条  委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 30 条に規定する計算期間を通じて毎日、次により計算した額とします。 

     ・信託財産の純資産総額に応じて、段階的に次に掲げる率を乗じて得た額とします。 

       250 億円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 1 万分の 90 

       250 億円超 500 億円以下の場合・・・・・・・・・・・年１万分の 85 



                                                            

       500 億円超 750 億円以下の場合・・・・・・・・・・・年１万分の 80 

       750 億円超 1,000 億円以下の場合･・・・・・・・・・年１万分の 75 

       1,000 億円超の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年１万分の 70 

  ②  前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月の終了日（当該日が休業日のときは翌営業日とします。）及び毎計算期末又は

信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めるものとします。 

  ③  第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 
 

（収益の分配方式） 

第 34 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

 1．収益分配金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といい

ます。）は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 

 2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税

等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、その残額を受益者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 

  ②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

 

（収益分配金、一部解約金及び償還金の支払い） 

第 35 条  収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に当該終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または

記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者、
委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に係る収益

分配金（委託者自らの募集に応じた受益者に係る受益権に帰属する収益分配金を除きます。）を委託者の指定する販売会社に
交付します。なお、委託者の指定する販売会社は、別に定める自動けいぞく（累積）投資約款に従う契約に基き、当該受益者に対
し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条 3 項の規定に

従い、振替口座簿に記載又は記録されます。 
②  委託者は、委託者自らの募集に応じた受益者に係る受益権に帰属する収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、各

受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該受益権の取得申込みに応じたこと

により増加した受益権は、第 10 条第 3 項の規定に従い、振替口座簿に記載又は記録されます。 
③  委託者は、前項の受益者がその有する受益証券の全部の口数について第 38 条第 3 項の規定により信託の一部解約が行われた

場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定に関わらず、その都度当該受益者に支払います。 

④  一部解約金は、第 38 条 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6 営業日目から当該受益者に支払いま

す。 

   ⑤  信託を終了する場合に支払われる償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以

下同じ。）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載又は

記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終

了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者、委託者の指定する販売会社の名義で記載又は記録されて

いる受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの

とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行なわれます。また、受益証

券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該

受益者に支払います。 

 ⑥  前各項（第１項及び第 2 項を除きます）に規定する一部解約金及び償還金の支払いは、委託者、委託者の指定する販売会社の
営業所等において行うものとします。 

 ⑦  収益分配金、一部解約金及び償還金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算

されるものとします。 
 

（償還金の時効） 

第 36 条  受益者が、信託終了による償還金について第 35 条第 5 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
 

（収益分配金、一部解約金及び償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第 37 条  受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、一部解約金については第35条第4項に規定

する支払日までに、償還金については第 35 条第 5 項にそれぞれ規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金

口座等に払込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、一部解約金及び償還金を払込んだ後は、受益者に

対する支払いにつき、その責に任じません。 

 

（委託者自らの募集に係る受益権の口座管理機関） 

第 37 条の 2 委託者は、委託者自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載又は登録等に関する業

務を委任することができます。 
 

（信託の一部解約） 

第 38 条  受益者は、平成 16 年 9 月 1 日以降において、自己に帰属する受益権につき、委託者および指定販売会社が個別に定める解

約単位をもって、一部解約の実行を請求することができます。 

  ②  平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売



                                                            

会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることと

なる一部解約の実行の請求で、平成 19 年 1 月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証

券をもって行なうものとします。 

  ③  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、同項の一部解約の

実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託約款の一部解約

を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当

該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。 

  ④  前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌々営業日の基準価額とします。 

  ⑤  委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8

項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第

8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。）

における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができま

す。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求

を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該

受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出

した価額とします。 

  ⑥   第1項の規定にかかわらず、一部解約の実行請求日がニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルグの銀行休業日にあたる

場合は、一部解約の請求を受け付けないものとします。 

 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第 38 条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請
求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱わ
れます。 

 

（信託契約の解約） 

第 39 条  委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

  ②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知

られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を

行いません。 

  ③  前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一

定の期間は一月を下らないものとします。 

  ④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約

の解約をしません。 

  ⑤  委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として

公告を行いません。 

  ⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期

間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 
 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 40 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させま

す。 

  ②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 44 条の規定に従います。 
 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 41 条  委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託者はこの信託契約を解約し、

信託を終了させます。 

  ②  前項の規定に関わらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

この信託は、第 44 条第 4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 
 

（委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い） 

第 42 条  委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 

  ②  委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあ

ります。 
   

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 43 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由

が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判

所が受託者を解任した場合、委託者は、第 44 条の規定に従い、新受託者を選任します。 

  ②  委託者が新受託者を選任することができないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
 

（信託約款の変更） 

第 44 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託約款

を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。 



                                                            

  ②  委託者は、前項の変更事項のうちその内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

  ③  前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の

期間は一月を下らないものとします。 

  ④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時は、第 1 項の信託約款の

変更をしません。 

  ⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 
 

（反対者の買取請求） 

第 45 条  第 39 条に規定する信託契約の解約又は前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 3 項又は前条第 3

項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取

るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、第 39 条第 2 項又は前条第

2 項に規定する公告又は書面に付記します。 
 

 

（公   告） 

第 46 条   委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

（運用報告書に記載すべき事項の提供） 

第46条の2 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべ

き事項を電磁的方法により提供します。 

②   前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。 
 

（信託財産に係る計算における端数の処理方法） 

第 47 条  この信託に係る全ての計算において 1 口未満又は 1 円未満の端数が生じる場合には、原則として受益者全体の利益となるよう

に、切上げ又は切捨ての処理を行います。 
 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 48 条  この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 

 

（附則） 

第1条 第 35 条第 7 項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額

をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

第2条  平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 10 条、第 11 条の規定および受益権と読み替えられた規定は、委託者がやむを得

ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 

 

 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

   信託契約締結日  平成 16 年 9 月 1 日 

 

 

委託者 東京都千代田区内神田 2 丁目 15 番 9 号 

ありがとう投信株式会社 

 
  

受託者 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 2 号 アーバンネット大手町ビル 19F 

野村信託銀行株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 

 

 

 
１．別に定める投資信託証券 

約款第 14 条の別に定める投資信託証券とは、次の投資信託および投資法人の受益証券または投資証券（振替受益権または振替投資

口を含みます。）をいいます。 

 

・追加型証券投資信託 キャピタル・グループ・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ クラス Z 

（ルクセンブルグ籍円建外国投資法人） 

・追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン SICAV I -エマージング・マーケッツ・ロウ・ボラティリティ・エクイティ・ポートフォリオ 

                クラス I 株式（ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人（米ドル建）） 

・追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン SICAV I -エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラス I 株式 

（ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人（米ドル建）） 

・追加型証券投資信託 アライアンス・バーンスタイン SICAV I -アメリカン・グロース・ポートフォリオ クラス I 株式 

（ルクセンブルグ籍オープン・エンド型外国投資法人（米ドル建）） 

・追加型証券投資信託 コムジェスト日本株式ファンド（適格機関投資家限定） 

・追加型証券投資信託 アリアンツ・ユーロランド・エクイティ・グロース クラス WT（ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人） 

・追加型証券投資信託 アリアンツ・ヨーロッパ･エクイティ・グロース･セレクト クラス WT（ルクセンブルグ籍ユーロ建外国投資法人） 

・上場外国投資信託   i シェアーズ ゴールド・トラスト 

・追加型証券投資信託 バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド ‐米ドル建インスティテューショナルシェア・クラス 

（アイルランド籍外国投資法人） 

・追加型証券投資信託 アバディーン・グローバル・ノースアメリカン・スモーラーカンパニーズ・ファンド 

（ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人） 

・追加型証券投資信託 コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド 90（適格機関投資家限定） 

・追加型証券投資信託 コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド 95（適格機関投資家限定） 

 




